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Since fiscal 2008, school social workers have been assigned in order to solve various problems

taking place at schools such as truancy and bullying from the viewpoint of social welfare. On the other

hand, the assignment of schoolchildren support teachers was institutionalized in fiscal 2002 giving

guidance on studying, student life and careers to pupils and students who display problematic behavior

or truant schoolchildren, replacing the former antidiscrimination education promotion teacher system.

As there are many overlapping elements between the purposes and work content of these two roles,

mutual cooperation and complementation are called for. In particular, while there are only a limited

number of school social workers, there are relatively more support teachers and therefore, the latter are

expected to be engaged in school social work-type activities (school social worker substitute function).
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１．はじめに

２００８年４月、文部科学省は「スクールソーシャルワー

カー活用事業」を開始した、不登校やいじめなど学校に

おけるさまざまな課題が、もはや学校内部だけでは解決

が困難であり、社会福祉の資源を活用して、福祉的な視

点で支援していくことの必要性が文部科学省からも示さ

れたのである。そして、実際にスクールソーシャルワー

カーの配置によって学校における問題が一定解決の方向

に進んでいるということが報告されてきている（例え

ば、門田（２００２）１）、山野・峯本（２００７）２）、石川（２００９）３）、

土井（２０１２）４）、土井（２０１３）５））。

しかし、このスクールソーシャルワーカーの配置は、

東日本大震災やいじめによる自殺の問題等に対応するた

めに２０１１年度、２０１２年度は増員が計画された６）が予定ど

おりにはいかず、今なおきわめて少ない人数である（２０１３

年度は約７００人）７）。

一方、同和対策事業の終結にともない同和教育推進教

員に代わって新しく制度化された児童生徒支援教員は同

和教育推進教員の任務・活動内容を継承しつつも、同和

地区に限らず特定の配慮が必要な学校に配置（加配）さ

れることになっている。すなわち、かつて同和教育推進

教員がいた学校だけでなく、それ以外の学校にも配置す

ることができるものである。その趣旨からするとかなり

多くの学校に置かれてもいいはずのものであり、後述す

るように、実際にスクールソーシャルワーカーに比べる

と桁違いの人数が配置されている。

本稿は、この児童生徒支援教員の活動（業務内容）と

スクールソーシャルワーカーの活動（業務内容）を比較

し、それがよく類似していることを示す。そのうえで、

それぞれが双方の特性を取り入れて、より質の高い実践

を目指すこと、さらに児童生徒支援教員のみならず全て

の教員がスクールソーシャルワーク的取り組みをおこな

うことの重要性について提示するものである。

２．スクールソーシャルワーカーの概要

� スクールソーシャルワーカー活用事業の趣旨と職務

内容

２００８（平成２０）年に始まった文部科学省の「スクール

ソーシャルワーカー活用事業」の趣旨は次のように説明

されている８）。

趣旨

いじめ、不登校、暴力行為、児童虐待など、児童生徒

の問題行動等については、極めて憂慮すべき状況にあ

り、教育上の大きな課題である。こうした児童生徒の問

題行動等の状況や背景には、児童生徒の心の問題ととも

に、家庭、友人関係、地域、学校等の児童生徒が置かれ

ている環境の問題が複雑に絡み合っているものと考えら

れる。したがって、児童生徒が置かれている様々な環境

に着目して働き掛けることができる人材や、学校内ある

いは学校の枠を越えて、関係機関等との連携をより一層

強化し、問題を抱える児童生徒の課題解決を図るための

コーディネーター的な存在が、教育現場において求めら

れているところである。

このため、教育分野に関する知識に加えて、社会福祉

等の専門的な知識や技術を有するスクールソーシャル

ワーカーを活用し、問題を抱えた児童生徒に対し、当該

児童生徒が置かれた環境へ働き掛けたり、関係機関等と

のネットワークを活用したりするなど、多様な支援方法

を用いて、課題解決への対応を図っていくこととする。

なお、スクールソーシャルワーカーの資質や経験に違

いが見られること、児童生徒が置かれている環境が複雑

で多岐にわたることなどから、必要に応じて、スクール

ソーシャルワーカーに対し適切な援助ができるスーパー

バイザーを配置する。

ここに示されているように、児童生徒の問題行動に対

しては、家庭、友人、地域などの環境の調整、関係機関

との連携が必要であり、そのために社会福祉等の専門的

な知識と技術を有する者が、環境への働き掛けや関係機

関とのネットワークの活用をしながら、課題解決を図っ

ていくというのがスクールソーシャルワークの趣旨であ

る。

また、児童生徒の問題行動としては、いじめ、不登校、

暴力行為、児童虐待が例示されている。学校内で起こる

これらの問題に対して、問題は取り巻く環境との関係で

生じており、その環境の調整をおこなうことによって問

題を解決するという社会福祉的な視点で取り組むという

ことである。

次に、この「スクールソーシャルワーカー活用事業」

においては、スクールソーシャルワーカーの職務内容と

して次の項目が示されている９）。

スクールソーシャルワーカーの職務内容等

①問題を抱える児童生徒が置かれた環境への働き掛け

②関係機関とのネットワークの構築、連携・調整

③学校内におけるチーム体制の構築、支援

④保護者、教職員等に対する支援・相談・情報提供

⑤教職員等への研修活動 等

スクールソーシャルワーカーの職務としては、上記の

趣旨にもあったように児童生徒の環境への働き掛けと関

係機関とのネットワーキングのほかに、学校内での研修

や体制づくりと保護者や教職員への支援があげられてい
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る。

なお、福岡県教育委員会が出している「スクールソー

シャルワーカーの活用についてＱ＆Ａ」では、上記文部

科学省の職務内容に加えて「児童生徒へのカウンセリン

グ」と「児童生徒のカウンセリング等に関する情報収集・

提供」が加えられている１０）。環境への働き掛けや関係機

関との連携が主たる職務であるが、当然、問題を抱えて

いる児童生徒へのフォローもスクールソーシャルワー

カーはおこなうことになる。

� スクールソーシャルワーカー活用事業の現状

①人数

スクールソーシャルワーカーの人数については、事業

が開始された初年度の２００８（平成２０）年度は全国４６都道

府県・１３指定都市で実施され、９４４人が採用された１１）。

しかし、２００９（平成２１）年度は「学校・家庭・地域の連

携協力推進事業」という補助事業に含まれることにな

り、前年においては全額国庫負担で実施されたものが、

３分の１に減額された。その結果、約４割減り、３８都道

府県・１３指定都市での実施になり、人数は５６０人となっ

た１２）。その後、いじめによる自殺事件があったり東日本

大震災があったりして文部科学省はスクールソーシャル

ワーカーを大幅に増員することを目指したが、予算折衝

で削られ２割増にとどまり、２０１３（平成２５）年度は約７００

人となっている１３）。佐賀県では、文部科学省の事業開始

当時から導入しているが、佐賀県教育庁学校教育課から

の聞き取りによると２０１３年度は１６人となっている。

②勤務形態と待遇

村上・清水の２０１０（平成２２）年度の調査によれば、ほ

とんどの都道府県・指定都市が嘱託であり、勤務時間数

（日数）も制限されている。月給制をとっているところ

は少なく（４県）、報酬金額も新潟県が二十数万円であ

る以外は十数万円台である。ほかは日給制、時給制であ

る１４）。勤務が１校に固定されることは少なく、ほとんど

が数校の掛け持ちでやっている。また、スクールソーシャ

ルワーカーの保有資格は、「教員免許」が最も多く

（４７．６％）、続いて「心理に関する資格」（１９．７％）、「社

会福祉士」（１９．４％）、「精神保健福祉士」（９．３％）となっ

ている１５）。

３．児童生徒支援教員の概要

� 同和教育推進教員の活動と終了

児童生徒支援教員は同和教育推進教員の廃止にとも

なって設置された。

１９６５（昭和４０）年８月の同和対策審議会答申を受けて、

文部省（当時）は同和地区の児童生徒の学力保障のため

「同和教育推進教員」を、同和地区を校区内に有する学

校に配置（加配）した。同和教育推進教員は配置校の教

員の中から当てることになっていた。その中には、授業

を一部やりながらその任に当たる者と、授業がなくすべ

て同和教育に専念する者がいた。２～３年で交代する

ケースが多かったが、中には数年続ける者もいた。

同和教育推進教員は、同和地区の児童生徒の学力が低

いことや欠席その他の問題行動が多いという実態に対し

て、それが部落差別の結果からくるものであるという認

識のもと、校内の同和教育（人権学習）や職員研修とと

もに、隣保館等での学習会、補充学習、欠席や怠学の多

い児童生徒の家庭訪問などを行い、学力と進路の保障を

目指して活動した。さらに、差別ゆえに学習機会を逸し

ていた親や祖父母の世代を対象にした識字学級や、部落

差別撤廃を目指す同和地区の諸活動への参加など、地域

との連携も重視した。

同和教育推進教員はこのように同和地区の児童生徒の

学力と進路を保障するために設けられたものである。し

かし、同和地区以外の児童生徒に対しても同様な問題を

抱えた者がいる場合はその解決に向けて取り組んでき

た。

この加配は、１９６９（昭和４４）年に制定された「同和対

策事業特別措置法」に基づくものであるが、その後の１９８２

（昭和５７）年の「地域改善対策特別措置法」、さらに１９８７

（昭和６２）年の「地域改善対策特定事業に係る国の財政

上の特別措置に関する法律」へと法が引き継がれる中

で、加配も継続してきた。しかし、２００２（平成１４）年に

同法が終了し、同和教育推進教員の加配も打ち切りと

なった。

� 児童生徒支援教員の趣旨と職務内容

しかしながら、同和地区の地域改善等は一定の成果が

みられるものの、児童生徒の実態は依然として厳しいも

のがあり、何らかの形で取り組みを続ける必要があっ

た。また、前述したように同和教育推進教員が同和地区

の子どもへだけでなく一般の子どもへの支援もやってい

たことから分かるように、同和地区以外の児童生徒にも

支援を必要とする児童生徒が少なくなかった。そこで、

文部科学省は、「同和加配」、「不登校加配」、「いじめ・

問題行動加配」を統合して、あらたに「児童生徒支援教

員」の加配制度を設けた。

２００２（平成１４）年４月に文部科学省が各都道府県にあ

てた通知では、その趣旨として「児童生徒支援加配は、

学習進度が著しく遅い児童又は生徒が在籍する学校及び

いじめ、不登校、暴力行為、授業妨害など児童又は生徒

の問題行動等が顕著に見られる学校等、特にきめ細かな

指導が必要とされる学校において、児童生徒の状況に応

じ、特別な学習指導、生徒指導、進路指導が行われる場
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合に教員定数を加配するものである。」と述べている１６）。

また、その定数加配の対象となる特別の指導の範囲に

ついては、以下のように記述している１７）。

学習指導、生徒指導、進路指導に関する特別な指導に

ついては次のような指導とする。

（例）

� 学習指導に関すること

・児童生徒の学力の調査・分析

・習熟度別指導への参加

・学習進度の遅い児童生徒に対する補充指導

（ティームティーチング、放課後・長期休業期間

中の個別指導）

・出席停止期間中の家庭への訪問指導

� 生徒指導に関すること

・円滑な学級経営が困難な場合の援助活動（ティー

ムティーチング等）

・深刻な問題行動を起こす児童生徒や不登校児童生

徒等に対する個別指導・支援（校内の別室指導、

保健室登校への対応、適応指導教室等との連携協

力など）

・児童相談所、警察などの関係機関との連絡・調整

・サポートチームへの参加

� 進路指導に関すること

・就職活動の支援（進路情報の収集・提供、職場開

拓など）

・進学の支援（進路情報の収集・提供、校種間連携

など）

・奨学金制度等に関する情報収集・提供、相談

また、「定数加配をおこなう上での留意事項」として

「児童生徒支援加配は、従来の同和加配とは異なり地域

を限定して加配するものではなく、児童生徒の状況に着

目し、学習指導上、生徒指導上又は進路指導上特別の配

慮をおこなう必要性に照らして措置するものであるこ

と。」と述べており１８）、同和地区に限らず特別の配慮が

必要な学校には配置されるものとしている。

� 児童生徒支援教員の現状

児童生徒支援教員は、加配される当該校の教員の中か

ら校長によって任命されるものであり、身分的には教諭

等のままである。その点では、嘱託等がほとんどである

スクールソーシャルワーカーとは大きく異なる。また、

人数は都道府県によって大きく差があるが、平均的には

スクールソーシャルワーカーの人数に比べると大幅に多

い。佐賀県の場合、佐賀県人権・同和教育研究協議会か

ら取り寄せた資料によると、２０１３（平成２５）年度は４５名

（小学校２２名、中学校１６名、高等学校７名）である。

４．スクールソーシャルワーカーと児童生徒支
援教員の共通性

スクールソーシャルワーカーと児童生徒支援教員は、

それぞれ別な流れの中で創設されたものであるが、趣旨

や職務内容において共通点が少なくない。

� 取り組みの対象の共通性

まず、スクールソーシャルワーカーは、前述したよう

に「いじめ、不登校、暴力行為、児童虐待など、児童生

徒の問題行動等」の「教育上の大きな課題」に対して、

「児童生徒が置かれている様々な環境に着目して」「関

係機関等との連携をより一層強化し」「児童生徒の課題

解決を図るためのコーディネーター的な存在」として配

置されるものである。

一方の児童生徒支援教員は、「学習進度が著しく遅い

児童又は生徒が在籍する学校及びいじめ、不登校、暴力

行為、授業妨害など児童又は生徒の問題行動等が顕著に

見られる学校」において「特別な学習指導、生徒指導、

進路指導」をおこなうために加配されるもの、となって

いる。

取り組みの対象となる問題として、スクールソーシャ

ルワーカーでは「いじめ」「不登校」「暴力行為」が真っ

先に書かれている。一方の児童生徒支援教員では学力の

問題（学習進度が遅れている児童生徒）がまずあげられ

ているが、そのあとに「いじめ」「不登校」「暴力行為」

が続いている。すなわち、「いじめ」「不登校」「暴力行

為」が両者に共通した対象として取り上げられている。

今日、この３つの課題は学校現場では大きな課題とし

て存在し、文部科学省もこれに対してさまざまな取り組

みを進めているが、スクールソーシャルワーカーを配置

したのも、児童生徒支援教員を加配したのもその取り組

みの一環である。言いかえれば、どちらにもこれらの課

題に対する解決を求めているということである。

この共通する３つのほかには、スクールソーシャル

ワーカーには「児童虐待」が、一方の児童生徒支援教員

には「授業妨害」がそれぞれ取り上げられている。しか

し、スクールソーシャルワーカーの場合でも授業妨害が

生じた場合は取り組みの対象となるであろう。授業妨害

の背景にはいじめや暴力行為と同じく家庭や地域などさ

まざまな環境が要因として考えられる。スクールソー

シャルワーカーが、いじめや暴力行為には対応し、授業

妨害は対応しないということは考えられない。

一方、児童生徒支援教員の場合も児童虐待は無縁では

ないと思われる。例えば、佐賀県教育庁学校教育課が発

行している「平成２４年度児童生徒支援加配事業につい

て」においては、文部科学省が示している指導例に加え

て、「生徒指導に関すること」の中に「家庭生活に関す
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る指導・助言（保護者の相談、家庭訪問を含む）」とあ

り、この中には児童虐待への対応も含まれると解釈でき

る。そもそも、児童生徒支援教員のみならず、児童虐待

防止法では第５条において教職員には早期発見の努力義

務が課せられているし、同じく第６条では通告義務が課

せられている。学習上、あるいは生徒指導上課題を抱え

る児童生徒には虐待を受けている児童生徒がいる可能性

があるし、その児童生徒たちと接触の多い児童生徒支援

教員は、発見の機会が一般の教員より多いと思われる。

また、発見した場合、関係機関との連絡・連携は児童生

徒支援教員の任務のひとつとなるであろう。

文部科学省が示した対象以外では、特別支援教育に関

する取り組みをスクールソーシャルワーカーの活動の事

例としてあげている書籍は多い。例えば、門田（２００２）

は『学校ソーシャルワーク入門』の「障害児教育と学校

ソーシャルワーク」の項で、障害児の生活支援ではケー

スマネジメントを実践することが求められるが、その際

教育と福祉の連携強化が不可欠であり、そのためにも学

校ソーシャルワーカーの存在は欠かせないことなどを記

述している１９）。

日本スクールソーシャルワーク協会（２００８）は、『ス

クールソーシャルワーク論』の「特別支援教育とスクー

ルソーシャルワーク」の項で、特別支援教育における個

別の教育支援計画の策定や各種のサービス・制度の利用

等に関して特別支援教育コーディネーターとは別にス

クールソーシャルワーカーの配置が有意義であることな

どを述べている２０）。

日本学校ソーシャルワーク協会（２００８）は『スクール

ソーシャルワーカー養成テキスト』の「特別支援教育に

おける学校ソーシャルの取り組み」の項で、不登校と複

雑な家庭状況を抱えた障害のある児童生徒の生活支援の

事例をあげながら、それが特別支援教育コーディネー

ターにゆだねられていることが多い現状では同コーディ

ネーターには一定の限界があり、専門的な知識と技術を

持ったスクールソーシャルワーカー配置が期待されると

述べている２１）。

石川（２００９）は『スクールソーシャルワークの実践方

法』の「特別支援教育でのスクールソーシャルワーカー

の役割」の項で、障害のある児童・生徒の家庭支援（特

に母親に精神疾患や発達障害がある場合の支援）の事例

や、発達障害があり不登校傾向にあった児童の支援の事

例をあげながら、その際のスクールソーシャルワーカー

の導入の必要性を述べている２２）。

このように、文部科学省が示したスクールソーシャル

ワークの対象には含まれていない特別支援教育におい

て、福祉との連携や家庭への支援にあたってスクール

ソーシャルワーカーの導入が必要であることが多くの研

究者・実践者から主張されており、特別支援教育もス

クールソーシャルワークの対象と見るのが自然であると

思われる。

一方の児童生徒支援教員のほうでは、その趣旨の冒頭

に「学習進度が著しく遅い児童又は生徒」が在籍する学

校に加配することが明記されており、さらに、特別の指

導の範囲の項でも「学習指導に関すること」は最初に書

かれ、その中にも「学習進度の遅い児童生徒に対する補

充指導」ということが例示されている。これは怠学によ

る学習の遅れも含まれるであろうが、今日の教育現場の

実態から考えると発達障害や軽度の知的障害が念頭に置

かれているのではないかと推測される。児童生徒支援教

員の活動は特別支援教育も含まれるということであり、

この点でもスクールソーシャルワーカーの業務と共通す

る。

スクールソーシャルワーク関係の書籍には、非行や生

徒指導を取り上げているものもある。山野・峯本（２００７）

は『スクールソーシャルワークの可能性』の「校内での

苦悩の取り組み－非行」の項で、小学校５年生の児童の

暴力行為や授業妨害に対するスクールソーシャルワー

カーの取り組みの事例をあげ、スクールソーシャルワー

カーが学校に入ることの必要性を述べている２３）。

また、日本学校ソーシャルワーク協会（２００８）は『ス

クールソーシャルワーカー養成テキスト』の「中学校に

おける非行などをめぐる関係機関との協働支援の取り組

み」の項で、夜間徘徊を繰り返す中学校３年生の生徒に

対して学校関係者だけでなく児童相談所児童福祉司や家

庭児童相談員を交えた支援ケース会議を実施して支援し

た事例をあげながら、これらの調整役としてスクール

ソーシャルワーカーが欠かせない状況にあると述べてい

る２４）。

さらに、門田（２００２）は『学校ソーシャルワーク入門』

の「生徒指導と学校ソーシャルワーク」の項で、喫煙が

絶えない中学生や入れ墨を入れている中学生に対する取

り組みの事例をあげながら、学校ソーシャルワークは学

校教育活動をサポートしていく役割機能を担うものであ

るとしている２５）。

このように、非行や生徒指導もスクールソーシャル

ワークの対象とされており、一方でこれらは児童生徒支

援教員の「生徒指導に関する特別な指導」の中心的なも

のであり、ここにも両者の共通性が見られる。

� 取り組みの方法における共通性

スクールソーシャルワーカーは前述したように、「①

問題を抱える児童生徒が置かれた環境への働き掛け、②

関係機関とのネットワークの構築、連携・調整」がその

大きな特徴であった。一方の児童生徒支援教員の場合も

「生徒指導に関すること」の中に「適応指導教室等との

連携協力」「児童相談所、警察などの関係機関との連絡・
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調整」が示されており、この点においても共通性がみら

れる。さらに、スクールソーシャルワーカーの職務内容

として「③学校内におけるチーム体制の構築、支援」が

掲げられているが、児童生徒支援教員においても「サポー

トチームへの参加」があげられており、集団支援体制へ

の積極的な関与が両者ともに求められている。

筆者は１９９５（平成７年）から４年間、同和教育推進教

員の任にあたった。その間、学校全体の同和教育・人権

教育の推進にあたる一方、同和地区及び地区外の生徒で

問題行動があった場合、当該生徒への指導はもちろんの

ことであるが、その問題に関係のある生徒や保護者、場

合によっては地域との関わりを行ってきた。

例えば、いじめが発生した場合は、当然のことである

が加害者、被害者双方の家庭訪問をし、解決に向けて生

徒のみならず保護者とも話し合いを持った。時には、被

害の真実を語ろうとしない被害生徒たちの保護と支援に

向けて、家族（保護者）同士が連携して対処する環境づ

くりに関わった。個別の家庭訪問では本当のことを言わ

ない（言えない）生徒たちに対して、彼らとその保護者

たちが同じ場に集まり、みんなで守るという姿勢を保護

者たちが示したとき、生徒たちが本当のことを語り始め

たという経験を有している。スクールソーシャルワーク

の視点である「環境への働きかけ」、「ネットワークづく

り」をとったことが功を奏した事例といえる。

また、生活保護の教育扶助や就学援助制度によって就

学の保証はあるはずなのに、経済的事情を理由に学校に

来なくなった生徒のことでは、福祉事務所に出向いて相

談を行った。ケースワーカーの働きかけがあったおかげ

か、その生徒は登校するようになった。これも環境への

働きかけ、関係機関とのネットワーク構築といえよう。

そのほか、ときには警察署に行き、生徒指導に関して話

し合いを持ったり、支援を依頼したりすることもあっ

た。

すなわち、同和教育推進教員の活動は「環境への働き

かけ」、「ネットワークづくり」を柱とするスクールソー

シャルワーカーの視点と内容をもったものであったと思

う。これらは同和教育推進教員として取り組んだことで

あるが、それを引き継いだ現行の児童生徒支援教員も同

様なことは行ってしかるべきであろうし、実際に行って

いると思われる。

５．相互の特性の取り入れ

� 児童生徒支援教員のスクールソーシャルワーク的取

り組み

前項で述べたように、筆者は過去において、現在の児

童生徒支援教員の前身である同和教育推進教員の活動の

中で、一部ではあるが、スクールソーシャルワークの視

点での取り組みをおこなった。それが課題解決の一助に

なったことを述べた。

しかし、それは、「いま振り返ってみればその視点で

あった」ということであり、その時、意図的にそうした

のでない。特に意識することはなく、むしろ必要に迫ら

れて「環境への働きかけ」や「ネットワークの構築、連

携・調整」をおこなったのである。

その後社会福祉を学び、スクールソーシャルワークを

知った今、あの当時（同和教育推進教員として）もっと

スクールソーシャルワークの視点をもっておればよかっ

た、そうすればもっといい取り組みができたのではない

か、と回顧する。さらに、スクールソーシャルワークの

視点というだけでなく、ソーシャルワークそのものの視

点、そして社会福祉の知識があったらさらにいい支援が

できたのではないかと思う。

例えば、先ほど登校を渋る生活保護家庭の生徒への取

り組みについて述べたが、当時の筆者は生活保護の制度

についてはほとんど知らなかったし、就学援助制度のこ

とは全く知らなかった。そもそもその時どこに相談に行

けばいいかも分からず、右往左往してやっと福祉事務所

にたどりついた次第であった。これらの制度のことを

知っていたら、直接家庭に行って話ができたかもしれな

い。もちろん、福祉事務所との連携は大事であろう。し

かし、少なくとも社会福祉の知識があったら、もっと主

体的に取り組むことができたのではないかと思う。

このような体験から、児童生徒支援教員は社会福祉の

知識とソーシャルワークの視点を持つと、さらにいい実

践ができるのではないかと考える。これは筆者の個人的

な体験による主観といえるが、そのことは筆者が対応し

たものと同様な問題に対して、本稿の冒頭に述べたよう

に、スクールソーシャルワーカーの取り組みが問題解決

につながった事例がさまざまに報告されていることから

も裏付けられよう。

もちろん、福祉のプロになるのではないから、すべて

を知る必要はなく、関係する分野、例えば児童福祉、障

害者福祉、生活保護の分野だけでもいいだろう。それに

社会福祉分野で用いる援助技術を少し身につければさら

に力になるであろう。

児童生徒支援教員はスクールソーシャルワーカーでは

ないが、スクールソーシャルワークの視点をもった取り

組み、いわば「スクールソーシャルワーク的」取り組み

が取り入れられることを期待する。

� 人権意識を基本としたスクールソーシャルワーカー

の取り組み

スクールソーシャルワーカーの取り組みの視点は、環

境の調整、ネットワークの構築といういわば社会福祉の

視点であるのに対して、児童生徒支援教員の取り組みの
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視点はどのようなものであるのか。

繰り返し述べてきたように児童生徒支援教員は同和教

育推進教員の廃止にともなって新設されたものである。

したがって、その趣旨や活動内容は基本的には同和教育

推進教員のそれを引き継いでいるというのが自然の流れ

であろう。ただし、文部科学省が示した趣旨も特別な指

導の内容にも「同和教育」はおろか「人権教育」という

語句は全くない。しかも、前述したように、定数加配を

おこなう上での留意事項として「従来の同和加配とは異

なり地域を限定して加配するものではな」い、と明記し

ている。あたかも同和教育、人権教育とは無関係の制度

のようにも見える。

しかし、それは国の同和対策事業が終結して、残され

た課題は一般事業に移されたのであるから、ある意味当

然のことであろう。あくまでも、一般的に「学習進度が

著しく遅い児童又は生徒が在籍する学校及びいじめ、不

登校、暴力行為、授業妨害など児童又は生徒の問題行動

等が顕著に見られる学校」に加配するとした。

とはいうものの、実態としては２００２年度に同和教育推

進教員から児童生徒支援教員に移行したとき、２００１年度

の同和教育推進教員がそのまま児童生徒支援教員になっ

た事例は全国各地でみられたし、今日でも校内の同和教

育・人権教育の推進役になっている児童生徒支援教員も

多い。

同和教育・人権教育はいうまでもなく、差別をなく

し、人権が尊重される社会を目指し、それを担う人間を

育てる教育である。部落差別の解決を源流とし、今日で

は女性差別、人種差別、障害者差別などあらゆる差別の

解消を目指し、そのための人権意識の醸成に取り組む教

育である。同和教育推進教員を中心とした同和教育・人

権教育の数十年間の蓄積は大きいものがあり、今日でも

それが脈々と引き継がれている。

ところで、スクールソーシャルワーカーが取り組む対

象の児童生徒の中には、何らかの差別を受け、それがひ

とつの要因として問題を抱える者や、人権意識の弱さか

ら問題が生じることも少なくない。例えば、長年の被差

別によって学力の保障がなされず、授業が分からないた

めに授業妨害や暴力行為に走ったり、ひとりひとりの人

権を重んじる気持ちの欠如からいじめをおこなったりす

る児童生徒が存在するのではないかと思われる。

したがって、スクールソーシャルワーカーには、課題

を抱える児童生徒に支援をおこなうとき、背後に差別の

事象はないか、人権意識の欠如はないかを念頭におい

て、差別を許さない、人権尊重の意識をもった取り組み

が求められる。もちろん、ソーシャルワーク自体が様々

なハンディを抱え、時には差別を受け、社会的に弱い立

場にある人たちの健康で文化的な生活を保障するための

活動である。日本ソーシャルワーカー協会が倫理綱領で

「われわれは平和を擁護し、人権と社会正義の原理に則

り、サービス利用者本位の質の高い福祉サービスの開発

と提供に努める」と宣言している２６）ように、人権尊重を

基本とする活動である。したがって、同じ学校現場で児

童生徒支援教員が同じような取り組みをしている今日、

スクールソーシャルワーカーもあらためて先達の人権教

育に学びながら、差別解消、人権尊重の意識を強くもっ

て取り組むことが求められよう。

６．教員のソーシャルワーク的活動

スクールソーシャルワーカー活用事業が始まって６年

目になるが、その成果が各地で報告されているにも関わ

らず、人数はなかなか増えない。そのスクールソーシャ

ルワーカーと類似の活動を行い、スクールソーシャル

ワーカーの代替機能が期待される児童生徒支援教員も、

地道に実績を積み重ねているにもかかわらず、同和教育

推進教員の時に比べると大幅に減少し、今後増員される

見込みは少ない。

ところで、スクールソーシャルワーカーがおこなって

いるスクールソーシャルワークはスクールソーシャル

ワーカーしかできないことなのか。教員には無縁のもの

なのか。そのことについては、以下のように考える。

児童生徒支援教員は福祉職ではなく教員である。その

児童生徒支援教員がスクールソーシャルワーカーの仕事

と共通点があることは繰り返し述べてきたが、言い換え

れば、児童生徒支援教員もスクールソーシャルワーク的

なことをおこなっているということである。とすれば、

児童生徒支援教員でなくても同じ教員であればスクール

ソーシャルワーカーと同じような取り組みができるはず

である。

すなわち、スクールソーシャルワークの実践はスクー

ルソーシャルワーカーのみが行えるというものではな

く、教員もそれに類することはできるということであ

る。取り組みにあたって社会福祉的な視点、つまり、問

題の原因をその個人のみに結びつけるのではなく、環境

との関係でとらえ、多様な社会資源を活用しながら、そ

の原因となっている環境との関係を調整して、ネット

ワークを構築しながら問題解決を図るという実践は、教

員にもできると思われるし、それが今日求められるので

はないかと考える。もちろん、プロのスクールソーシャ

ルワーカーのようにはいかないだろう。あくまでも「そ

れに準ずるもの」としてである。スクールソーシャルワー

カーがおこなうものが専門的なスクールソーシャルワー

クであるとすれば、教員がおこなうその取り組みは「ス

クールソーシャルワーク的実践」とでもいえよう。その

ような実践が期待される。

そのためには、不登校やいじめをはじめとするさまざ

― 65―



まな問題の実態や対処法を学ぶ必要がある。個人でやる

のが難しいならば学校全体として研修会等を開いて学べ

ばいい。その際、スクールソーシャルワーカーは講師を

紹介するなり自らがその任に当たるなりして支援する必

要がある。

さらに、スクールソーシャルワークに関することだけ

でなく、教員は社会福祉全般について学ぶことも期待さ

れる。とくに、子どもの福祉、障害者福祉、低所得者福

祉等は、関わっている児童生徒に直接関係するものであ

る。また、福祉教育、ボランティア活動等も、教員には

関係の深い分野である。そのような福祉の知識を身につ

けることによって、より良い教育実践ができるし、スクー

ルソーシャルワーク的実践が可能になると思われる

そのためには、教職免許取得のためのカリキュラムに

は社会福祉に関する科目を入れることが何よりも求めら

れる。このことについては以前から厚生省（当時）や社

会福祉協議会等の社会福祉の分野から文部省（当時）に

要請してきたが、今なお実現にほど遠い状態にある。自

発的に社会福祉に関する科目を取り入れている教員養成

コースもあるが、ほとんどが選択科目であり、要望して

いる関係者の思いには至っていない。今後の切実な課題

である。

７．おわりに

筆者は特別支援学校（当時の盲学校、養護学校）と高

等学校で教育に携わり、その後社会福祉の研究等に転じ

た。社会福祉を学び、さまざまな知識や技術を身につけ

るにつれ、これを特別支援学校や高等学校の教員のとき

得ておれば、もっといい実践、適切な支援ができたので

はなかったかと強く思った。スクールソーシャルワー

カーが配置され始めたとき、これは筆者の反省に応えて

くれる取り組みになると実感した。さらに、スクールソー

シャルワーク的な取り組みは一定の研修を積めば教員も

できると思うようになった。

教員養成課程に社会福祉に関する科目が導入されるこ

とを期待しながら、現在、養成に関わっている筆者とし

ては、ソーシャルワークの視点を持った教員を養成する

ことに努めていきたい。
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